	受付印

	

	番　号
	

	受付者
	


浄化槽設置費補助金仮申込書

令和　　　年　　　月　　　日　

私は、令和8年度(2026年度)桜川市浄化槽設置費補助金について下記のとおり
仮申込みいたします。
　　　　　　　　　申　込　人　　住所　　　　　　                         　　　　　　
氏名　　　　　               　　          　　　　　
電話　　               　　　　　　          　　　　
申請代理人　  住所　　　　　　　　               　          　　　
(施工予定業者)　氏名　　　　　　　               　　　          　　
電話　　　             　　　担当　       　     　　

	設置場所
	桜 川 市

	住宅の区分
	1.住宅(小規模店舗等を併設したものを含む。)　 2.  店舗又は事業所
	延床面積
	㎡

	設置区分
	1. 新築建物に設置　2. 転換（ くみ取り ・ 単独浄化槽　）

	着工予定日
	令和　　　年　　　月　　　日　

	交付申込
(該当項目に〇)
※ 1・2
	高度処理型浄化槽の型式・大きさ・金額(上限額)

	
	N型
	
	5人槽    　   360,000円
	高度N型
	
	5人槽    　   474,000円

	
	
	
	6～7人槽   　 462,000円
	
	
	6～7人槽      570,000円

	
	
	
	8～10人槽     585,000円
	
	
	8～10人槽     723,000円

	
	
	
	11～20人槽   1,092,000円
	
	
	11～20人槽   1,092,000円

	
	
	
	21～30人槽   1,860,000円
	
	
	21～30人槽   1,860,000円

	
	
	
	31～50人槽   2,496,000円
	
	
	31～50人槽   2,496,000円

	
	
	  
	51人槽以上　            2,850,000円
	
	  
	51人槽以上                2,850,000円

	
	NP型新築
	
	5人槽    　  1,002,000円
	NP型転換
	
	5人槽    　  1,251,000円

	
	
	
	6～7人槽                                                                    1,329,000円
	
	
	6～7人槽     1,640,000円

	
	
	
	8～10人槽                                                        1,585,000円
	
	
	8～10人槽    1,996,000円

	
	
	
	11～20人槽   2,777,000円
	
	
	11～20人槽   3,481,000円

	
	
	  
	21～30人槽   4,819,000円
	
	  
	21～30人槽   5,923,000円

	
	
	  
	31～50人槽   6,380,000円
	
	
	31～50人槽   7,908,000円

	
	
	  
	51人槽以上　         7,013,000円
	
	  
	51人槽以上　                                                                       n                 8,758,000円

	
	
	単独処理浄化槽撤去　150,000円
	          基

	
	
	くみ取り槽撤去　　　120,000円
	　　　　　基

	
	
	宅内配管工事        330,000円


〇抽選会　　4月4日(土)予定　受付　午前9時30分から　　抽選　午前10時　
　　　　　　場所　桜川市役所岩瀬庁舎2階大会議室　 桜川市岩瀬64-2　TEL　0296-75-3111(代表)
※1　                                          補助金額は要項改正により変更になる可能性がございます。ご了承の上お申し込みください。
※2　 抽選者は本人又は家族の方のみとなります。抽選者の方のみご入場いただきます。
   法人の場合、代表者又は委任を受けた者となります。


チェックリスト
	項目（新築・転換共通）
	申請者記入
〇×チェック
	市確認

	申請者の居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したものを含む。)、店舗又は事業所への設置であり、小規模店舗等の併設した住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上である。
	
	

	浄化槽の設置場所は、下記の区域外である。(確認は下水道課)
・下水道の処理区域、下水道事業計画区域
[bookmark: _GoBack]・農業集落排水施設の処理区域　　
	
	

	市税、法人税等を滞納していないこと。
	
	

	この補助金申請前に、浄化槽の設置工事に着手していない。
	
	

	浄化槽の設置工事が、翌年2月末日までに完了する。
	
	



〇浄化槽の人槽は、原則として延床面積により算定されます。
５人槽　 　　延床面積が140平方メートル以下
７人槽　　　 延床面積が140平方メートル超
10人槽  　　２世帯で、台所と浴室が各２つある場合
※10人槽を超える浄化槽については、お手数ですが、県西県民センター建築・指導課にご確認ください。

〇高度処理型合併浄化槽の種類
N型	 　　窒素又はリン及びBODを除去する浄化槽
高度N型　窒素又はリン及びBODを除去するN型以上の処理能力を持つ浄化槽
NP型	 　　窒素・リン・BODを除去する浄化槽



問合せ先　桜川市役所市民生活部生活環境課TEL　0296-75-3111(代表)
